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箕 面 市
緑豊かな北大阪都市みのお

事 務 連 絡

平成２９年(2017 年)１１月１５日

箕面市障害者市民施策推進協議会

構 成 員 各 位

箕面市障害者市民施策推進協議会事務局

「第５期箕面市障害福祉計画」策定に関する附帯意見の

とりまとめに向けたご意見の提出について（依頼）

晩秋の候、構成員のみなさまにおかれましては、ますますご清祥のこと

とお慶び申し上げます。

さて、第５期箕面市障害福祉計画策定に関する附帯意見のとりまとめに

あたり、ご意見がございましたら、下記のとおりご提出いただきますよう

お願します。

記

１．提出期限１．提出期限１．提出期限１．提出期限

平成２９年（2017 年）１２月１５日（金）

２．提出方法２．提出方法２．提出方法２．提出方法

� 様式は自由です。

� メール・ファクス・郵送等でご提出ください。

� 集約作業の都合上、可能であればメールをご使用くださいますよ

うお願いいたします。

附帯意見とは…附帯意見とは…附帯意見とは…附帯意見とは…

・ 箕面市障害福祉計画の策定に関して、これまで障推協で議論いただ

いた内容をふまえ、計画の案に盛り込まれなかった項目、また計画

期間となる３年間を見据えて、国全体の障害者施策の大きな流れや

必要となる視点等について、意見をまとめていただくものです。

・ 箕面市保健医療福祉総合審議会から箕面市長あての答申書を作成す

る際の基礎資料とさせていただきます。



３．提出・お問い合わせ先３．提出・お問い合わせ先３．提出・お問い合わせ先３．提出・お問い合わせ先

〒562-0014 箕面市萱野５丁目８番１号（みのおライフプラザ）

箕面市健康福祉部障害福祉課（担当：小泉・脇井・山田）

電話：７２７－９５０６ ファクス：７２７－３５３９

メール：syougaifukushi@maple.city.minoh.lg.jp

４．その他４．その他４．その他４．その他

� ご提出いただいたご意見につきましては、集約の上、平成３０年

１月１７日に開催予定の第５回箕面市障害者市民施策推進協議

会でご議論いただきます。

� 期限までにご提出がない場合は、ご意見なしとさせていただきま

す。

� ご不明な点につきましては、障害福祉課にお問い合わせください。

� 現行の第４期箕面市障害福祉計画およびＮプランの附帯意見は、

箕面市ホームページでもご覧いただけます。アドレスは、以下の

とおりです。

第４期箕面市障害福祉計画資料編１２７～１２９ページ

http://www.city.minoh.lg.jp/syougaifukushi/syougaifukushikei

kaku/documents/3yearsplandata2015-2017.pdf

第３次箕面市障害者市民の長期計画資料編９０～９１ページ

http://www.city.minoh.lg.jp/syougaifukushi/documents/nplanda

ta.pdf


